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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作用具（１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）であって、該用具の
細長い範囲によって実質的に決定される主軸（１）を有し、該操作用具は、
　少なくとも能動的端部（１２）と、
　少なくとも受動的端部（１４）と
　を有し、
　前記受動的端部（１４）に、前記能動的端部（１２）を持ち上げるための手で作動可能
な少なくとも１つの持ち上げ補助部（２０‐１、２０‐２）が設けられており、
　前記持ち上げ補助部（２０）が、前記持ち上げ補助部が作動された際に、梃子の原理に
より前記操作用具の前記能動的端部（１２）を少なくとも所定の持ち上げ高さ（Ａ）まで
持ち上げることができるよう構成されており、
　前記持ち上げ高さ（Ａ）が、１０ｍｍより大きく、
　前記持ち上げ補助部に、前記操作用具（１０‐２）が前記主軸（１）回りに転がるのを
阻止するための転がり止め部（６４‐１、６４‐２）が一体化されていることを特徴とす
る操作用具。
【請求項２】
　前記持ち上げ補助部（２０）が先細の傾斜面を有し、該傾斜面の先端が梃子の力点とし
て機能し、
　前記操作用具が、前記傾斜面の基端により定められる梃子の支点を有し、
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　前記梃子の支点より前記受動的端部側の梃子のアームの長さと前記梃子の支点より前記
能動的端部側の梃子のアームの長さの比が、１：５以上であることを特徴とする請求項１
記載の操作用具（１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項３】
　前記持ち上げ補助部（２０）が、前記操作用具の前記主軸（１）に対して略傾斜した少
なくとも１つの面（２４、２４ａ、２４ｂ）の形態であることを特徴とする請求項１また
は２記載の操作用具（１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項４】
　前記持ち上げ補助部（２０‐１、２０‐２）が、前記操作用具の前記主軸（１）に対し
て略傾斜した２つの互いに向かい合った面で形成されていることを特徴とする請求項１～
３のいずれか一項記載の操作用具（１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊

）。
【請求項５】
　前記操作用具（１０‐２）の前記端部を構成する前記持ち上げ補助部の領域が、実質的
に、少なくとも一方の側において前記操作用具（１０‐２）の周囲を越えて突出する縁部
（６２）の形状であることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の操作用具（１
０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項６】
　少なくとも前記持ち上げ補助部が、曲げに関して略剛性の材料でできていることを特徴
とする請求項１～５のいずれか一項記載の操作用具（１０‐１、１０‐２、１０＊、１０
＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項７】
　前記操作用具の前記受動的端部（１４）が、略完全に前記持ち上げ補助部（２０）によ
って構成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の操作用具（１０
‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項８】
　前記持ち上げ補助部（２０）が、個々の前記持ち上げ補助部（２０）を略一致する関係
にして複数の前記操作用具（１０＊、１０＊＊＊）を同時に保持することを更に可能にす
る把持補助部として実質的に構成されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一
項記載の操作用具（１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊＊）。
【請求項９】
　前記操作用具が略一定の壁厚を有することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項記
載の操作用具（１０、１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項１０】
　前記操作用具（１０‐２）が本体を有し、該本体が、主な断面形状であって前記持ち上
げ補助部（２０‐２）の領域において前記持ち上げ補助部（２０‐２）の断面形状に一体
化される主な断面形状を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項記載の操作
用具（１０‐２）。
【請求項１１】
　前記持ち上げ補助部（２０‐２）に一体化された前記転がり止め部（６４‐１、６４‐
２）が、前記持ち上げ補助部が作動された際に（２０‐２）、前記操作用具の（１０‐２
）前記主軸（１）回りの転がり運動または回転運動を制限し、該制限が、前記端部の位置
に近付くに従って強まることを特徴とする請求項１０記載の操作用具（１０‐２）。
【請求項１２】
　請求項１～１１の少なくとも１項記載の操作用具の形態であるペン（１０‐１、１０‐
２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊）。
【請求項１３】
　毛管作用を有するパッド状の格納手段の形態の格納要素（３０）を備え、
　前記ペン（１０＊＊）が少なくとも部分的に中空であって、それによって前記受動的端
部（１４）の領域に生じるキャビティ（３４）が、前記ペン内に収容される前記格納要素
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（３０）を前記受動的端部（１４）に関して軸方向に所定の間隔に保持するための少なく
とも１つのストッパー（３２）を有し、
　前記ストッパー（３２）が、そこに配置された前記格納要素（３０）の端面の一部のみ
を覆うように構成され、
　前記受動的端部が、後端部における前記格納要素（３０）の通気を確実にするために少
なくとも部分的に中空の構成を有する
　ことを特徴とする請求項１２記載のペン（１０＊＊）。
【請求項１４】
　前記ペンの前記能動的端部（１２）に少なくとも１つの把持面（１５）が設けられてい
ることを特徴とする請求項１２または１３記載のペン（１０、１０‐１、１０‐２、１０
＊＊＊）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、用具の細長い範囲（細長い部分）によって実質的に決定される主軸を有する
請求項１記載の操作用具に関し、特に、請求項１３記載の筆記用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のような操作用具、特に筆記用具は、例えば、筆記用ペンの形態のものが知られて
いる。それらは通常、細長い範囲を有すると共に、しばしば、丸、楕円形または少なくと
も多角形の断面形状を有する。公知の操作用具、特に筆記用具が用いられる際には、それ
らは各使用（筆記用ペンの場合には各筆記動作）の合間には机等の表面に置かれることが
多く、後でその用具が用いられる際に、再び表面から手に取られる。特に、丸い断面の筆
記用具の場合、転がり防止の目的を意図したクリップや転がり止め要素等を用いて、用具
が制御されない状態で転がっていくことを防止した操作用具が知られている。それにより
、置かれた操作用具（特に筆記用具）が、置かれたままの位置に留まる。
【０００３】
　しかし、公知の操作用具の短所は、それらを拾い上げることが困難なことである。その
ような操作用具は、非常に狭いまたは小さい断面を有することが多く、用具を把持する人
の指の腹に対する、用具が置かれた表面から測定した操作用具の表面（即ち、用具の把持
可能な表面）の高さは、指の腹の平均的な高さより小さいことが大半であるので、置かれ
た操作用具を把持するのは困難である。本願明細書で用いる「指の腹の高さ」という用語
は、指先に対する、または、用具が置かれると共に同じ指の指先を支持する表面に対する
、各指の内側の端部にある末端の感覚のあるふくらみ（terminal sensing ball）の中心
の離間を指す。
【０００４】
　特に、例えば色鉛筆やカラーペン等の筆記用具の形態である複数の操作用具を用いる際
には、それらは開放された状態で、即ち、個々の芯先の保護キャップを用いずに置かれる
ことが多い。これらのペンや鉛筆が、それらが置かれている表面から拾い上げられる際に
は、保護されていない芯先が表面と接触することが生じ易い。このことには、一方におい
て、用具が置かれた表面がペンや鉛筆によって汚され、他方において、特に繊細の芯先の
場合には、表面と接触した際の機械的負荷によって芯先が損傷または破壊され得るという
短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の課題は、上述の短所の一方を改善または少なくとも低減することであ
る。具体的には、本発明の課題は、操作用具が置かれた表面から、迅速に、容易に且つし
っかりと拾い上げることができる操作用具の提供である。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明による解決手段は、請求項１の特徴を有する操作用具と、請求項１３の特徴を有
するペンまたは鉛筆とを提供する。有利な構成および開発は、添付の特許請求の範囲の個
々の請求項に記載されている。
【０００７】
　本発明による、用具の細長い範囲によって実質的に決定される主軸を有する操作用具、
特に筆記用具は、少なくとも１つの能動的端部と、少なくとも１つの受動的端部とを有す
る。受動的端部には、能動的端部を持ち上げるための、少なくとも１つの手で作動可能な
持ち上げ補助部がある。
【０００８】
　持ち上げ補助部（好ましくは、筆記用具の端部を構成する持ち上げ補助部の領域）には
、操作用具の主軸回りの転がり運動を阻止するのに有利な、操作用具の転がり止め部が一
体化されている。換言すれば、この一体化された転がり止め部により、全体が水平に延び
ているのではない表面に筆記用具が置かれた際に、開始した転がり運動の進行が遅らされ
、通常は止められる。
【０００９】
　筆記用具に用いる操作用具では、能動的端部は、筆記用具の芯先が設けられる端部で構
成される。従って、受動的端部は、筆記用具の芯先とは反対側の端部である。手で作動可
能な持ち上げ補助部を、操作用具の受動的端部に設けることにより、本発明による操作用
具のユーザは、手で作動可能な持ち上げ補助部を用いて、容易に、簡単に且つ迅速に持ち
上げ動作を行うことが可能になり、この場合、操作用具の能動的端部にある芯先に悪影響
を及ぼしたり、操作用具が置かれた表面を操作用具の芯先で汚したりする虞がない。
【００１０】
　持ち上げ補助部に一体化された、または持ち上げ補助部の領域に設けられた転がり止め
部によって、例えば傾斜した表面に置かれた操作用具が転がっていくのが防止されるとい
う更なる長所が提供される。
【００１１】
　本発明による操作用具の持ち上げ補助部は、特に、操作用具の主軸に関して略傾斜した
面の形態の、操作用具の受動的端部に設けられ得る。
【００１２】
　転がり止め部は、筆記用具の受動的端部を構成する持ち上げ補助部の領域に一体化され
るのが好ましく、操作用具の主軸に対して略垂直に延びる（特定の構成においては主軸と
交差する）（終端の）縁部の周囲を越えて突出した実質的に突出部の形態であるのが特に
好ましい。換言すれば、持ち上げ補助部の一部（例えば前記端部が延びている部分）は、
少なくとも一方の側において、操作用具の周囲を越えてまたは外側に突出している。即ち
、転がり止め部を構成するために、縁部の長さは、持ち上げ補助部が無い操作用具の最大
直径より大きくなっている。
【００１３】
　この構成は、本発明による手で作動可能な持ち上げ補助部を操作用具に設ける１つの可
能な方法である。手で作動可能な持ち上げ補助部の傾斜した面は梃子として機能し、作動
された際に、操作用具と支持面との接触点（接触点は、操作用具の受動的端部から離れた
傾斜した面の端部によって予め決まっている）が梃子の支点（即ち、回動点または支持点
）として作用することにより、操作用具の能動的端部を持ち上げることができる。換言す
れば、持ち上げ動作は、実質的に梃子の法則を用いることによって生じ、回動点は、受動
的端部にある持ち上げ補助部と能動的端部との間の領域に設けられ、持ち上げ補助部の動
きによって能動的端部の対応する動きが生じるようになっている。持ち上げ高さは、梃子
のアームの長さまたは回動点の位置の関係によって定義または調節され得る。両側の梃子
のアームの長さが同じである場合、持ち上げ高さは、持ち上げ補助部の移動距離と等しい
。素速い持ち上げ動作を生じる、または素速い把持を提供するには、持ち上げ補助部の移
動距離が持ち上げ高さより小さいかまたは著しく小さい梃子比が特に有利である。これに
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より、持ち上げ補助部側の短距離の移動によって、十分な持ち上げ高さを迅速に達成でき
る。具体的には、１：５およびそれ以上の梃子比（即ち、例えば受動的端部側の梃子のア
ームが１ｃｍであり、能動的端部側の梃子のアームが５ｃｍ）が有利である。なお、少な
くとも受動的端部と、特に、そこに配置された持ち上げ補助部とは、持ち上げ補助部側の
望ましい梃子機能を可能にするような、曲げに関して剛性の構成を有するべきである。
【００１４】
　持ち上げ動作において、本発明による操作用具のユーザは、操作用具の受動的端部にあ
る持ち上げ補助部を１以上の指で押すことにより持ち上げ補助部を作動し、これにより、
傾斜した面を、該傾斜した面と操作用具が置かれた表面とが略平行になる端部位置に移動
させる。この場合、操作用具は、操作用具と表面との接触点回りに傾く。この接触点は、
用具の内側にある（または用具との関係において内側の端部である）傾斜した面の端部に
よって予め決められる。この傾き運動は接触点回りの回転運動であり、能動的端部は、梃
子のアームの長さ比に対応する態様で持ち上げられる。持ち上げ高さは、角度変化の正弦
×接触点から能動的端部までの間隔として算出できる。従って、持ち上げ動作の最後には
、操作用具の能動的端部は、支持面から所定の間隔の空中にある。即ち、操作用具の能動
的端部は支持面から離間され、本発明による操作用具の男性または女性のユーザは、用具
が支持面に置かれた状態よりも遥かに容易に操作用具を把持または拾い上げることができ
る。従って、梃子のアーム比が１：５である例では、持ち上げ補助部の移動距離が例えば
１ｃｍであると、持ち上げ高さは５ｃｍになる。
【００１５】
　１つの具体的な構成において、本発明による操作用具は、管の端部と略類似の構成の受
動的端部を有する。管状の構成は、例えば、独国実用新案第１９３８０４５号明細書また
は独国実用新案第７９１１１６０号明細書から知られている。但し、これらのケースでは
、本体全体が管の形態である。しかし、持ち上げ補助部の材料および好ましくは操作用具
の材料は、公知の管状の本体とは異なり、曲げに関して剛性またはほぼ非弾性であるのが
好ましい。このような管状の受動的端部の形状は、具体的には、操作用具の主軸に対して
略傾斜した面である互いに反対側にある２つの面を有する。
【００１６】
　上述の具体的な実施形態では、転がり止め部は、筆記用具の受動的端部を構成する持ち
上げ補助部の領域に設けられ操作用具の主軸に対して所定の角度で配置された縁部によっ
て、特に良好に一体化され得る。角度は９０°度であるのが好ましい。即ち、この縁部は
主軸に対して垂直に配置されており、特に好ましい構成では、縁部は主軸と直角に交差す
る。この好ましい開発によれば、縁部の長さは、持ち上げ補助部から離れた領域における
操作用具の直径より大きく、望ましい転がり阻止部（即ち、転がり止め機能）が持ち上げ
補助部に一体化されている。転がり止め機能に関しては、縁部が、少なくとも一方の側に
おいて、操作用具の周囲を越えて突出していることが必須である。
【００１７】
　このような２つの傾斜した面を有する管の形態の持ち上げ補助部は、本発明による操作
用具を置いたり拾い上げたりする際に、持ち上げ補助部を、持ち上げ手順に関して特に好
ましい位置に回転させるよう気にする必要が無いという更なる長所を有する。管の形態の
持ち上げ補助部を設けた際、管状の構成を有する端部が対称の性質である場合には、２つ
のそのような特に好ましい載置オプションは既に提供されている。これらの２つの載置オ
プションは、略細長い操作用具の縦軸に関して互いに１８０°だけ変位されており、操作
用具が完全に正確に配向された関係ではいない状態に置かれている状況においても、個々
の持ち上げプロセスが可能であるので、本発明による操作用具に関して上述した構成は、
操作用具が支持面に置かれている状況に実際上関わりなく、本発明による持ち上げ補助部
によって操作用具を持ち上げて把持できるという長所を提供する。
【００１８】
　本発明による操作用具は、持ち上げ補助部が作動されると、操作用具の能動的端部が少
なくとも所定の持ち上げ高さまで持ち上げられ、達成された持ち上げ高さが、人の指の腹
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の平均的な高さによって構成される指の腹の高さ以上であるような構成を有し得る。本願
明細書で用いる「指の腹の高さ」という用語は、指先に対する、または、用具が置かれる
と共に同じ指の指先を支持する表面に対する、各指の内側の端部にある末端の感覚のある
ふくらみの中心の離間を指す。本発明による持ち上げ補助部は、作動された際に持ち上げ
高さが１０ｍｍより大きくなるよう調節されるのが特に好ましい。
【００１９】
　操作用具が持ち上げられた状態で容易に把持可能であることを確実にするために、操作
用具の能動的端部を持ち上げなければならない最小限の高さを上述のように定めることが
できる。換言すれば、１つの有利な構成は、持ち上げ補助部が作動された際に達成される
持ち上げ高さが、平均的なユーザの指の腹の平均的な高さに直接合わせて設計されるよう
にする。これにより、用具を把持するために用いられる指を、用具が置かれた表面に接触
している指先によって支持でき、トングのような把持動作で、指の腹を自動的に操作用具
と最適な状態で接触させることができるので、置かれた操作用具の把持に関わる手順が、
特に簡潔でしっかりしたものとなる。更に、操作用具を正しく把持できる（これは、持ち
上げ高さが指の腹の高さより小さい場合には遥かに困難である）のに十分な持ち上げ高さ
が確実になる。このような場合には、操作用具は、把持された際に、指から滑り落ちて、
置かれていた表面に戻る傾向がある。そのようにして予め決められ得る持ち上げ高さの正
確な値を選択する際には、この値を、意図されるユーザ（例えば、小さい子供ではなく、
訓練されたグラフィックデザイナー）の技能に合わせて、また、個々のユーザグループの
指の腹の平均的な高さに合わせて、特に適合させることができる。そのようにして、本発
明による操作用具を、意図されるユーザグループとの関係において更に良好に個別化する
ことができる。
【００２０】
　操作用具は、受動的端部と能動的端部との間に設けられた本体を有する。本体は、具体
的には、略多角形、三角形または丸い主な断面形状を有し得る。持ち上げ補助部の領域に
おいて、この主な断面形状は、好ましくは流れるように（即ち、段差等を生じずに）、持
ち上げ補助部の機能的に制御された断面形状に一体化され得る。これに関して、持ち上げ
補助部が作動された際に、持ち上げ補助部に一体化された転がり止め部が操作用具の主軸
回りの転がりまたは回転を制限し、持ち上げ補助部が端部位置に近付くに従ってその制限
が強まるようにするのが有利であり得る。
【００２１】
　本発明による操作用具、または少なくとも本発明による持ち上げ補助部は、曲げに関し
て略剛性の材料、特にプラスチック、金属または合金で作られるのが好ましい。特に、プ
ラスチックで作る場合には、本発明による操作用具の製造のコスト効率に関して大きな長
所が提供される。更に、この曲げに関して剛性の好ましい構成は、操作用具の能動的端部
の所望の持ち上げ高さを考慮して、操作用具の弾性を考慮または補償する必要がない範囲
において、持ち上げ補助部の持ち上げ動作および構造的構成を簡潔にすることを可能にす
る。むしろ、操作用具が曲げに関して剛性の構成を有することにより、持ち上げ補助部と
操作用具の能動的端部との間に略完全な梃子のシステムが提供される。
【００２２】
　本発明による操作用具は、例えば、押出ブロー成形法または射出成形法によって容易且
つ安価に製造可能である。押出ブロー成形は、とりわけ、コストを節約して製造を行うこ
とができるという大きな長所を有し、この場合、特に、押出ブロー成形法において管の端
部の形態である持ち上げ補助部を製造する際に、操作用具の受動的端部は既に管の底部の
折り畳み部のように（即ち、管の底部の折り畳み部の構成と同様に）閉じられている。従
って、特に筆記用具に関しては、操作用具の受動的端部の底部を固定してシールするため
の更なる工程はもはや必要無い。
【００２３】
　本発明による操作用具としての筆記用具は、操作用具の内部に筆記液の格納要素を受容
するためのキャビティを設けることができるように、好ましくは中空である筆記用具本体
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を実質的に備え得る。そのような格納要素は、本質的に操作用具の能動的端部に配置され
た芯先を有する筆記部材に対する接触および間隔が、略一定に保たれている場合にのみ完
全に機能する。特に、毛管作用を有する格納要素（例えばパッド状の格納手段等）および
毛管作用を有する筆記部材（繊維の棒等）においては、筆記中に格納要素が空になった際
、それに続き、受動的端部から格納手段の中へと空気を導入できることが重要である。換
言すれば、用具の受動的端部における、格納要素の端部への空気の供給は、例えば、格納
要素を受容するキャビティ内の横方向のくびれによって、決して妨げられたり中断された
りすべきではない。
【００２４】
　操作用具の受動的端部に持ち上げ補助部を設けることにより、受動的端部における操作
用具のキャビティが変更される（具体的には減少する）。従って、受動的端部の近傍（少
なくとも操作用具の内部）に、ストッパーまたは当接部を設けることができる。この際、
ストッパーまたは当接部が、格納要素を、受動的端部と関連する方向の軸方向の可動性に
おいて所定の間隔に保持すること、および、ストッパーまたは当接部が格納要素の端面全
体にわたって延びない（即ち、受動的端部における格納要素の直径より狭い）ことを含む
要件に従う。これにより、操作用具のキャビティ内における格納要素の軸方向の固定が実
質的に確実になり、このことは、一方において、能動的端部における筆記部材と格納要素
との接触を確実にすると共に、用具の受動的端部にある格納要素の端部において空気の供
給が意図せずに絞り出されたり閉じられたりして阻害されるのを防止する。これに関して
、この一体化された転がり止め部を有する持ち上げ補助部の設計構成は、この管の構成の
少なくとも１つの角にあるキャビティを介して、後端部における格納要素の通気が向上す
るという長所を提供する。
【００２５】
　本発明によれば、操作用具は、操作用具の受動的端部が、持ち上げ補助部によって略完
全に構成されるような構成を有し得る。この実施形態は、本発明による操作用具のよりユ
ニバーサルな使用にも有用である。受動的端部全体が持ち上げ補助部の形態であることに
より、持ち上げ動作を行うためおよび操作用具を把持するためにユーザ側に要求される正
確さのレベルは低くなる。
【００２６】
　本発明による操作用具においては、持ち上げ補助部を実質的に、受動的端部が同時に複
数の操作用具の把持補助部の役割もするように（具体的には平坦に、即ち、ほぼ人の指の
腹の平均的な直径の範囲であると共に材料厚さが操作用具の壁厚の最大２倍である領域を
有するよう）設計することが更に有利であり得る。この持ち上げ補助部の略平坦な構成は
、本発明による用具のユーザに更なる有用性を提供する。ユーザは、略一致する関係に置
かれた複数の操作用具の持ち上げ補助部をつかむことにより、複数のペンを、開放状態お
よび閉止状態の両方において、一度に把持して移動させることができる。特に、単に２本
の指で把持することによって、このような移動を行うことができる。一方、公知の操作用
具の場合には、２つ以上のペンを移動させるには、通常、手全体で複数のペンを持つ必要
がある。
【００２７】
　中空構成の場合に、本発明による操作用具の曲げに関する剛性が、細長い範囲全体にわ
たって略同じであることを確実にするために、操作用具の壁の壁厚は、略一定に保たれる
のが有利であり得る。壁厚が一定であると、本発明による操作用具を、例えば押出ブロー
成形法を用いて遥かに有利に製造できるので、製造プロセスに関しても長所を有する。
【００２８】
　更に、本発明による操作用具は、少なくとも部分的な領域に少なくとも二層壁を有する
（即ち、壁が少なくとも２つの材料層で構成される）場合に、有利な構成を有し得る。そ
のような二層壁は、特に、少なくとも部分的な領域において、操作用具の外側において満
たされるべき要求が、操作用具の内部の少なくとも部分的な領域における状況とは異なる
場合に有利である。例えば、操作用具の内部に収容され得る攻撃的な流体を取り扱う際に
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、操作用具の二重壁構成は、それらの流体に対するシールドを設ける役割もし得る。これ
により、更に腐食性が高い流体をも操作用具の内部に設けることができる。
【００２９】
　特に低い拡散速度を確実にする材料を内壁に採用すると有利である。例えばポリプロピ
レン（ＰＰ）は、水蒸気の透過性が非常に低いことにより、操作用具が特に長い使用寿命
を享受できるので、特に適していることが証明されている。
【００３０】
　また、操作用具を少なくとも二層壁構成にして、外側層または材料層部分の少なくとも
部分的な領域（例えば、持ち上げ補助部の領域および／または操作用具が直感的に好まし
く拾い上げられる領域）を滑り止めコーティングの形態にすると、有利である。そのよう
な滑り止めコーティングは、本発明による操作用具の有用性の更なる向上を提供する役割
をする。滑り止めコーティングにより、持ち上げ動作自体をより容易に行うことができ、
持ち上げ動作を行った後、操作用具をより容易に把持することもできるようになる。
【００３１】
　本発明の更なる主題は、上述した本発明による操作用具の特徴を有するペンである。そ
のようなペンは、公知のペンおよび筆記用具を超える顕著な長所を有する。まさに、グラ
フィックの彩色に用いられるカラーペンおよび色鉛筆の場合には、（例えば、筆記の幅や
強さが異なる）様々な芯先形状を有する様々な色の複数のペンや鉛筆を使って作業が行わ
れ、それらのペンや鉛筆は、大部分において、開放された状態で（即ち、閉止キャップを
用いずに）表面に置かれており、時には彩色すべきグラフィックの上に置かれることもあ
る。本発明によるペンの形態の操作用具の提供は、そのような作業状況に関して、一方に
おいて、より迅速にペンを拾い上げて把持することができるので作業速度を上げることが
でき、他方において、用具を持ち上げる際に用具が置かれている表面（特に処理対象のグ
ラフィック）が汚れるのを防止できるという、顕著な長所を有する。まさに、作業中のグ
ラフィックの望ましくない汚れは、作品（即ちグラフィック）の所望の結果に悪影響を及
ぼし、或いは壊すものである。従って、本発明による操作用具の形態のペンは、ユーザの
作業を容易にするだけでなく、同時に、ユーザの作業の結果を保護する。
【００３２】
　本発明によるペンの場合には、筆記液用の、例えば毛管作用を有するパッド状の格納手
段の形態の格納要素が設けられ得る。そのような毛管作用を有するパッド状の格納手段は
、例えばカラーインク等の大量の流体を格納する役割をすると共に、筆記部材（例えば繊
維の棒）を介して、ペンの能動的端部にある芯先（例えば繊維の芯先）に、その流体を制
御された状態で放出できる。
【００３３】
　特に筆記用ペンの場合には、ペンの少なくとも部分的な領域に滑り止めコーティングを
設けることとは独立して、追加または代替として、操作用具に把持面を設けるのが有利で
あり得る。そのような把持面は、例えば、ドローイング作業中に筆記ペン、ドローイング
ペンおよび／またはマーカーペンをより容易に且つより人間工学的に保持して誘導するこ
とを可能にする役割をし得る。更に、持ち上げ操作を更に容易に且つ人間工学的にするた
めに、追加または代替として、そのような把持面を受動的端部（具体的には、ペンの持ち
上げ補助部の領域）にも設けることができる。そのような把持面は、様々に（例えば、溝
、凹部または外側に突出したこぶの形態で）設計され得る。なお、本発明はそのような表
面の個々の構成に限定されるものではない。
【００３４】
　１つの具体的な構成においては、操作用具の能動的端部用の閉止キャップが更なる持ち
上げ補助部を有するか、或いは、操作用具には単一の持ち上げ補助部が設けられる。前者
の場合には、閉止された状態で両側（即ち、能動的端部および受動的端部）から用具を持
ち上げることができる。キャップが、持ち上げ補助部を有するまたは有しない受動的端部
の適切な位置に嵌るように適合されると、更に有利である。受動的端部に閉止キャップを
リバーシブルに固定することにより、使用中にキャップをなくす虞がなく、キャップを安
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全に格納しておくことができる。従って、閉止キャップに持ち上げ補助部を設けることで
、用具に嵌められた状態のあり得るバリエーションのどちらにおいても（特に、受動的端
部に既に存在する持ち上げ補助部を閉止キャップが隠している場合であっても）、本発明
による持ち上げ動作を行うことができる。本発明による操作用具は、たとえ閉止キャップ
がなくても、考えられる全ての状況（即ち、閉止キャップが能動的端部にある状態、閉止
キャップが受動的端部にある状態、および持ち上げ補助部が受動的端部にある構成）にお
いて、本発明による方法で持ち上げることができる。本発明によれば、本発明による持ち
上げ補助部を有する上述の閉止キャップに、転がり止め部を設けるまたは一体化すること
もできる。
【００３５】
　以下、本発明の更に有利な構成および本発明の例としての多くの実施形態を、添付の図
面を参照して詳細に説明する。具体的な実施形態の説明で用いられる「左」、「右」、「
上」および「下」という用語は、参照および図面の識別番号を普通に読むことができる向
きの図面に関するものである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１ａ】持ち上げ補助部を有する、本発明による操作用具の第１の実施形態の等角図
【図１ｂ】持ち上げ補助部に転がり止め部が一体化された、本発明による操作用具の第１
の実施形態の等角図
【図２ａ】置かれた状態の、本発明による操作用具の更に別の実施形態の側面図
【図２ｂ】持ち上げられた状態の、図２ａの操作用具を示す図
【図３】本発明による操作用具の更に別の実施形態の受動的端部における断面図
【図４】２本の指で把持された状態の、２つの図２の本発明による操作用具を示す図
【図５】本発明による操作用具の更に別の実施形態の斜位図
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１ａおよび図１ｂは、それぞれ操作用具１０の等角図を示している。図１ａおよび図
１ｂに示されている各実施形態の操作用具１０‐１および１０‐２は、それぞれ操作用具
１０‐１および１０‐２の細長い範囲によって実質的に決定される主軸１を有し、左側下
方の端部には能動的端部１２を有し、右側上方の端部には受動的端部１４を有する。操作
用具１０‐１および１０‐２の能動的端部１２にはそれぞれ芯先１２＊が見出される。
【００３８】
　なお、本願明細書において、本発明による持ち上げ補助部は、操作用具の一例として、
筆記用具によって説明されるが、筆記用具への適用には限定されない。筆記用具に関して
は、本発明による持ち上げ補助部は実際上考えられる得る全ての筆記用具に用いることが
でき、この点に関しては、カートリッジ式の筆記用具、サインペン、フェルトペン、鉛筆
等が言及され得るが、これらは網羅的なものではない。
【００３９】
　図１ａおよび図１ｂの実施形態は、それぞれ筆記用ペンとしてボールペンの形態の操作
用具１０を示しており、芯先１２＊としてボールを有することが昔から知られているリフ
ィルカートリッジが、プラスチック材料で構成された２つの部分からなるケーシング１６
内に配置されている。操作用具１０の能動的端部１２の近傍にあるケーシング１６の前部
１６ａには、複数の溝状の凹部が把持面１５として設けられている。筆記動作中には、こ
れらの把持面１５において、操作用具１０を人間工学的に且つしっかりと誘導可能である
。把持面１５は、操作用具１０が持ち上げられた状態において操作用具１０を把持する際
の補助にもなる。
【００４０】
　個々の持ち上げ補助部２０‐１および２０‐２は、ケーシング１６の把持部１６ｂを有
する操作用具１０‐１および１０‐２の受動的端部１４にそれぞれ設けられている。持ち
上げ補助部２０‐１および２０‐２は、操作用具１０‐１および１０‐２の縦軸に対して
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略傾いて延びる傾斜した面２４を有する。図１ａおよび図１ｂの実施形態の操作用具１０
‐１および１０‐２の場合には、持ち上げ補助部２０‐１および２０‐２並びに把持部１
６ｂは一体の構成を有する。即ち、持ち上げ補助部は把持部１６ｂに一体化されている。
なお、持ち上げ補助部２０‐１および２０‐２は、例えばそれらに異なる材料を用いた場
合には、個別の部品として把持部１６ｂに取り付けることも可能である。持ち上げ補助部
２０‐１および２０‐２は受動的端部１４を構成し、従って、操作用具１０‐１および１
０‐２の後方の終端の閉止部を構成する。
【００４１】
　男性または女性のユーザが、支持面に置かれた図１ａおよび図１ｂの各実施形態による
操作用具１０‐１または１０‐２を拾い上げるかまたは取り上げることを望んだ際には、
ユーザは、少なくとも１本の指で持ち上げ補助部２０‐１および２０‐２を押して、用具
が置かれている支持面の方向に傾斜した面２４が動くようにすればよい。この圧力により
、操作用具１０‐１および１０‐２は、把持部１６ｂに接続した傾斜した面２４の端部２
５を通って延びる回動軸Ｄ回りに傾き、操作用具１０‐１および１０‐２の能動的端部１
２が上に持ち上げられる。特に、操作用具１０‐１および１０‐２の把持面１５が設けら
れた領域は、その状態では支持面から完全に持ち上げられており、容易につかむことがで
きる。
【００４２】
　図１ｂに示されている操作用具１０‐２の構成は、操作用具１０‐２（具体的には持ち
上げ補助部２０‐２）に更に転がり止め部が一体化されている点で、図１ａの操作用具１
０‐１の構成とは異なる。換言すれば、この受動的端部１４の具体的な構成は、有利な持
ち上げ補助部２０‐２のほかに、転がり止め部という更なる長所を同時に提供し、それに
より、傾いたまたは傾斜した表面に置かれた操作用具が転がっていくのが効果的に防止さ
れる。この目的で、持ち上げ補助部２０‐２および操作用具１０‐２の端部を構成する、
管の底部の折り畳み部のような構成を有する縁部６２は、縁部の少なくとも１つの端部６
４‐１および６４‐２が操作用具の幅の残りの部分を越えて突出する設計構成を有する。
換言すれば、縁部６２の長さは、操作用具１０‐２の能動的端部１２および把持部１６ａ
によって構成される部分の直径より大きい。従って、図１ｂに示されている操作用具１０
‐２の実施形態は、操作用具の残りの部分の周囲を越えて持ち上げ補助部２０‐２の両側
から突出したまたは突き出た（即ち、突出部を構成する）縁部６２として、２つの転がり
止め部６４‐１および６４‐２を有する。
【００４３】
　図２ａおよび図２ｂは、操作用具１０＊の更に別の実施形態の持ち上げ動作に関する２
つの状態を示している。図２ａは表面に置かれた状態の操作用具１０＊を示しており、図
２ｂは持ち上げられた状態の図２ａの操作用具１０＊を示している。
【００４４】
　図２ａおよび図２ｂの操作用具１０＊は筆記用具に関するものであり、能動的端部１２
に、毛管作用を有する繊維の棒の形態の芯先１２＊を有する筆記用挿入部品を有する前部
１６ａを有する。前部は把持部１６ｂに接続され、把持部１６ｂを終端させている。把持
部１６ｂはキャビティ（図示せず）を有し、キャビティ内には筆記液格納手段がある。筆
記動作においては、この筆記液格納手段から、毛管作用を有する繊維の棒によって筆記液
が芯先まで通される。このようなサインペンの芯先１２＊は、そこに作用する機械的な力
に対して特に敏感である。
【００４５】
　図２ａおよび図２ｂに示されている操作用具１０＊は、それが置かれた表面Ｆに載置さ
れており、受動的端部１４は、本発明による略管状の構成の持ち上げ補助部２０を有する
。この管の端部の形態の持ち上げ補助部２０は、操作用具１０＊の縦軸に関して互いに１
８０°だけ変位された２つの略傾斜した面２４ａ、２４ｂを有する。このケースでは、２
つの傾斜した面の一方である２４ｂは表面Ｆに向いている。
【００４６】
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　ユーザが、置かれている操作用具１０＊を、図２ａに示されている位置から図２ｂに示
されている持ち上げられた位置に移すことを望む場合には、ユーザは、持ち上げ補助部２
０の上側の傾斜した面２４（即ち、表面Ｆとは反対側を向いた傾斜した面）を少なくとも
１本の指で押し、これにより、操作用具１０＊の受動的端部１４を表面Ｆの方向に押す。
この状況では、操作用具１０＊は、下側の傾斜した面２４ｂが把持部１６ｂにつながる位
置において回動軸Ｄ回りに傾く。図２ｂに示されている操作用具１０＊の場合には、この
動作は、下側の傾斜した面２４（即ち、表面Ｆに向いた面）がその最も露出した位置に当
接した途端に終わり、この状態では、持ち上げ補助部２０の管の底部の折り畳み部のよう
な端部が表面Ｆに接触している。この状況では、操作用具１０＊の能動的端部１２は完全
にまたは最大に持ち上げられている。この持ち上げられた状態においては、操作用具１０
＊の能動的端部１２は、表面Ｆから所定の高さＡだけ持ち上げられている。持ち上げ操作
において、操作用具１０＊は、用具との関係において内側の端部である傾斜した面２４ｂ
の端部における、操作用具１０＊の表面Ｆとの接触点を通って延びる回動軸Ｄ回りに傾く
。この回動軸Ｄ回りの回動により、能動的端部が梃子のアームの長さ比に従って持ち上げ
られる。持ち上げ高さＡは、角度αの変化の正弦×接触点から能動的端部までの間隔（即
ち、Ａ＝ｓｉｎα・Ｌ）として算出できる。
【００４７】
　図２ａおよび図２ｂに示されている操作用具１０＊の持ち上げ補助部２０の２つの傾斜
した面２４ａ、２４ｂは、互いに略対称である。これにより、傾斜した面２４ａ、２４ｂ
は両方とも同一の持ち上げ動作を生じることができ、同一の持ち上げ高さＡを与えること
ができる。従って、図２ａおよび図２ｂに示されている操作用具１０＊の機能性は、操作
用具１０＊が置かれた表面Ｆにおける操作用具１０＊の正確な位置に依存しない。操作用
具１０＊の縦軸回りに回転されて置かれた状況においても、持ち上げ補助部２０の露出し
た傾斜した面２４ａに少なくとも１本の指で圧力が加えられた際には、遅くとも下側の傾
斜した面２４ｂと表面Ｆとが接触したときには、操作用具１０＊が自動的に配向されてお
り、操作用具１０＊の縦軸回りに図２ｂに示されている位置まで回転されるので、完全な
持ち上げ動作の結果が生じる。この持ち上げ補助部に一体化された転がり止め部を有する
構成では、転がり止め部によって、置かれた操作用具が常に持ち上げ補助部の使用に最適
な位置になり、これに関して好ましくない位置はほぼ問題にならないという更なる長所も
提供する。
【００４８】
　図２ｂにおいて、持ち上げ高さＡは約１８ｍｍであり、この高さでは、ユーザ側の一般
的な指のサイズで、丸い操作用具１０＊を能動的端部１２の近傍において容易に把持する
ことができる。なお、特に子供による操作用具１０＊の使用に関する要件に従った、より
高い持ち上げ高さも可能である。
【００４９】
　図２ａおよび図２ｂを参照し、図示されている操作用具１０＊の持ち上げは迅速且つ容
易に実施できるだけでなく、片手で実施できることを詳細に説明する。操作用具１０＊が
置かれた状態で、例えば右手の小指で、持ち上げ補助部２０の上側の傾斜した面２４ａに
圧力を加えることができ、これにより、操作用具１０＊の受動的端部１４を、用具が置か
れた表面Ｆの方向に押すことができる。
【００５０】
　図２ｂに示されている完全に持ち上げられた状態では、小指を持ち上げ補助部２０およ
び上側の傾斜した面２４ａの上に留めたまま、同じ手の親指および人差し指で操作用具１
０＊の能動的端部１２の近傍を持つことができる。これらの指が用具の周りに配置された
ら、能動的端部１２の近傍で操作用具１０＊を持ち上げ、同時に、持ち上げ補助部２０の
上側の傾斜した面２４ａに対する小指による圧力荷重を解除して、小指を離すことができ
る。これにより、本発明による操作用具１０＊を片手で持ち上げることができる。
【００５１】
　図３は、操作用具１０＊＊の更に別の実施形態を、受動的端部１４を通る縦方向の断面
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図で示している。図３の操作用具１０＊＊の把持部１６ｂは中空であり、その内部に格納
要素３０を有する。この格納要素３０は、毛管作用を有するパッド要素の形態であり、そ
の中には、操作用具１０＊＊の能動的端部１２にある芯先（図３には図示せず）のための
インクがある。操作用具１０＊＊の縦軸に関する格納要素３０の軸方向の位置を定めるた
めに、操作用具１０＊＊の受動的端部１４にストッパー３２が設けられている。ストッパ
ーは、操作用具１０＊＊を製造するための例えば押出ブロー成形工程等のプロセスで作る
ことができ、操作用具１０＊＊の内部空間３４の中へと突出する突出部の形態であり得る
。格納要素３０は、ストッパー３２として機能する突出部に接触して支持され、これによ
りその軸方向の位置に固定される。これにより、一方において、格納要素３０の役割をす
るパッド要素が、管状の構成の端部に向かって狭くなったまたはテーパ状になった内部空
間３４の部分に固定されることにより、操作用具１０＊＊の受動的端部の領域まで押しや
られることが防止され、他方において、ストッパー３２が格納要素３０の後端面全体を覆
っていない好ましい構成により、後端部における格納要素３０の通気が特に良好に確保さ
れる。この場合、持ち上げ補助部２０に構造的な制限が生じないように、ストッパー３２
は操作用具１０＊＊の壁の一部のみを覆って延びる。
【００５２】
　更に、図３から、この操作用具１０＊＊の実施形態では、中空の操作用具の壁厚は略一
定になるよう選択されていることがわかる。この一定の壁厚は、一方において、材料選択
と共に、操作用具が曲げに関する十分な剛性を有するようにするものであり、他方におい
て、内部空間３４（特に格納要素３０）が外部の影響から保護されるようにするものであ
る。また、一定の壁厚により、押出ブロー成形法による操作用具１０＊＊の製造が容易に
なる。
【００５３】
　受動的端部１４は、略傾斜した面２４＊を有する持ち上げ補助部２０を有する。この操
作用具１０＊＊の実施形態の傾斜した面２４＊は僅かに外側に湾曲した構成を有し、持ち
上げ動作中に、梃子の支点（即ち、梃子点または回動点）が持ち上げ補助部２０の右手側
の端部２４＊の方向に動くようになっている。従って、持ち上げ補助部２０の持ち上げ高
さＡが更に最適化される（即ち、増加する）。
【００５４】
　更に、図３に示されるように、操作用具１０＊＊の壁４０には、少なくとも部分的に、
２つの材料層４２、４４が設けられている。この構成では、操作用具１０＊＊の外側の材
料層４４は、滑り止めコーティングの形態である。外側の材料層４４のこの滑り止めの性
質により、操作用具１０＊＊を持ち上げる際およびその周りをつかむ際、並びに筆記動作
中に、操作用具１０＊＊をより容易に把持することができる。外側の材料層４４はプラス
チック材料でできており、二成分押出成形の形態の押出ブロー成形法において既に作られ
ており、特に、ユーザの指の接触との相互作用において高い静止摩擦係数を有する。更に
、外側の材料層４４による操作用具１０＊＊の技術的な長所のほかに、使用中の快適感も
提供するために、外側の材料層４４には、ユーザにソフトな把持感を与える材料が選択さ
れる。
【００５５】
　図４は、例えば図２ａおよび図２ｂに示されている操作用具１０＊における、本発明に
よる持ち上げ補助部２０の更に別の態様を示している。図４には操作用具１０＊が２つ示
されている。２つの操作用具１０＊の上端部には、２つの操作用具１０＊のそれぞれの持
ち上げ補助部２０を人差し指５１および親指５２で把持している手５０が示されている。
これらの２本の指５１、５２で、２以上の操作用具１０＊を同時に持ち上げることができ
る。２本の指５１、５２は、２つの操作用具１０＊が指５１、５２の下方でさかさまの花
束のような扇状の構成に配向されるように、一種のクランプグリップのようにして２つの
持ち上げ補助部２０を把持して、それらを互いに押し付けている。３以上の操作用具をそ
のように拾い上げる場合には、指５１、５２は外側に位置する２つの操作用具のみと接触
する。なお、持ち上げ補助部２０をこのような設計構成にすると、より多くの本発明によ
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【００５６】
　図５は、本発明による操作用具１０＊＊＊の更に別の実施形態を示している。能動的端
部１２には、芯先を有する筆記部材がある筆記用挿入部品がまだ設けられておらず、従っ
て、図５は、半製品の状態（即ち、例えば、操作用具としてのペンの場合には、筆記媒体
を筆記支持部に移すための筆記液格納手段と、筆記用挿入部品とが最終的に組付けられる
前）の操作用具１０＊＊＊を示している。把持面１５は、能動的端部１２の近傍において
周囲に延びる関係に配置された３つの凹部の形態である。これらの凹部は、人の親指およ
び人差し指の腹に合わせた形状およびサイズに構成されており、より良好且つよりしっか
りとした用具の操作を可能にすると共に、より快適な操作感を与える。ここでも、持ち上
げ補助部２０は管状の性質を有し、操作用具の主軸回りに互いに略１８０°だけ変位され
た関係に配置された２つの傾斜した面２４を受動的端部１４に有する。
【００５７】
　最後に、本発明による操作用具の持ち上げ補助部を、例として筆記用具を参照して説明
したが、この持ち上げ補助部は、原理的に、手で用いることができ、その構成が細長い範
囲によって実質的に特徴付けられる全てのツールや用具と共に用いられ得るものである。
そのような操作用具は、少なくとも能動的端部および受動的端部を有し、受動的端部には
、能動的端部を持ち上げるための少なくとも１つの手で作動可能な持ち上げ補助部を設け
ることができる。受動的端部に手で作動可能な持ち上げ補助部を設けることにより、操作
用具の能動的端部に悪影響を及ぼしたり、操作用具の能動的端部によって用具が置かれた
表面に悪影響を及ぼしたりする虞なく、男性または女性のユーザが、手で作動可能な持ち
上げ補助部を用いて、容易に、簡単に且つ迅速に操作用具を拾い上げることができる。
【符号の説明】
【００５８】
　　１０‐１、１０‐２、１０＊、１０＊＊、１０＊＊＊　操作用具（筆記用具）
　　１　主軸
　　１２　能動的端部
　　１４　受動的端部
　　２０‐１、２０‐２、２０　持ち上げ補助部
　　３０　格納要素
　　３２　ストッパー
　　３４　キャビティ
　　６４‐１、６４‐２　転がり止め部
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